
裾野市立鈴木図書館雑誌スポンサー制度 募集要項 

掲

載

対

象

媒

体 

名 称 裾野市立鈴木図書館 雑誌スポンサー 

内 容 
企業等から図書館へ雑誌を１年間提供していただき、その間、雑誌カバーに雑誌

提供企業の名前や広告等を掲載できる制度です。 

掲 載 箇 所及び掲

載内容 

新刊雑誌カバー表面及び雑誌架にスポンサー名を掲示新刊雑誌カバー裏面及び
雑誌架にスポンサーの広告を掲載希望により、配布用の広告チラシを置く場所を
提供  【詳細はイメージ図参照】提供者名称及び提供雑誌を市立図書館のウェブ
サイトで公開します。 

※１（下記「注意事項等」参照以下同） 

対 象 雑 誌 
市立図書館が予め選定したリストから選んでください。 

※２ 

設 置 館 裾野市立鈴木図書館(本館) または 裾野市民文化センター図書室(分室) 

広 

規  格 名称 

雑誌カバー裏面 

大きさ 

（裏面）雑誌の大きさ以内 

雑誌架広告 （雑誌架）Ａ５判横以内 

配布用広告チラシ 
（チラシ）Ａ４判以下１枚もの

（両面印刷可）で１種類のみ 

告 

広告掲載期間 
提供を開始した月から１年間とします。 

ただし、掲示した広告の内容は３か月ごとに変更することができます。 

掲 載 料 当該雑誌１年間購読料 

掲 載 基 準 「裾野市広告掲載に関する指針」及び「裾野市広告掲載に関する基準」のとおり 

募 集 対 象 者 
企業、商店、団体等（個人は除く。） 

※３ 

申 込 方 法 

裾野市立鈴木図書館雑誌スポンサー申込書（様式１）に必要事項を記入のうえ、
掲示する広告(案)等を添付して、直接または郵送で下記へ提出してください。 

※４ 

募 集 期 間 随時受付 

選 定 方 法 
広告原稿の内容を審査したうえで決定させていただきます。 

申し込み時期の早いものを優先します。 

雑 誌 納 入 方 法 提供者が指定する書店（原則として市内書店）等が図書館へ納入してください。 

広 告 料 納 入 方 法 雑誌購読料を１年間分、前払いで書店等へ納入してください。 

所 有 権 提供を受けた雑誌の所有権は裾野市に帰属します。 

注 意 事 項 等 

※１．広告掲載箇所及びチラシ設置場所に「裾野市が広告内容等について推奨 

    するものではありません。」の一文を表示させていただきます。 

※２．雑誌の排架位置は、図書館が決定します。 

※３．「裾野市広告掲載要綱」第３条の各号に該当する場合、または提供期間中       

にこれに該当するに至った場合は、この制度を利用できません。 

※４． 広告原稿作成に係る一切の費用は広告主の負担とします。 

問 合 せ 先 

裾野市立鈴木図書館 雑誌スポンサー担当 

〒410-1127 裾野市平松 495 

電話 055-992-2342 ＦＡＸ 055-992-2373 （毎週月曜日を除く。） 



 

 

【広告イメージ図】 

 

・雑誌カバー（裏表紙側）【広告はスポンサーに作成していただきます】 

  ・最新号カバー裏面に片面広告を掲示 

することができます。 

  ・広告のサイズは雑誌の大きさ以内と 

 します。 

・「裾野市が広告等について推奨するものではありません。」と                           

いう 一文を表示します。 

 
     ・雑誌架扉中央より下部に貼付します。 

             ・スポンサー名の下に、雑誌スポンサー制度により 

提供された旨を記載します。 

・Ａ5判横サイズの広告を掲載することができます。 

 

 

・雑誌カバー（表紙側）【図書館が作成します】 

・ 地色は浅黄色、文字は黒色とします。   
・雑誌カバー中央より下部に貼付します。 
・スポンサー名の下に、雑誌スポンサー 
 制度により提供された旨を記載します。 

１３ｃｍ 

４ｃｍ 

スポンサー名 

表紙側 

スポンサー名 

・雑誌架【スポンサー名は図書館が作成し、広告はス ポンサーに作成していただきます】 

・「裾野市が広告等について推奨するものではありません。」という 
一文を表示します。 

・地色は浅黄色、文字は黒色とします。 

雑 名 誌 

スポンサー名 

雑誌架 

広告 
（Ａ５判横） １３ｃｍ 

４ｃｍ 
スポンサー名 

裏表紙側 

告 広 



 

【広告イメージ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「雑誌カバー表」 

中央部より下部にスポンサー名、雑誌スポンサー制度により提供された旨を表示します。 

 

「雑誌カバー裏」 

雑誌の大きさ以内の片面広告、雑誌スポンサー制度により提供された旨を表示します。 

 

 

雑誌カバー表 雑誌カバー裏 


